
7 日獣発第 350 号 

令和 8 年 3 月 2 日 

地方獣医師会会長 各位 

公益社団法人 日本獣医師会 

会 長  藏 内 勇 夫  

（公印及び契印の押印は省略） 

動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令の制定について 

このことについて、令和８年２月 26 日付け事務連絡をもって農林水

産省消費・安全局畜水産安全管理課課長補佐（薬事審査管理班担当）か

ら、別紙のとおり通知がありました。 

このたびの通知は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）第 83 条第１項により読

み替えて適用される同法第 36 条の８第１項及び第 49 条第１項の規定に

基づき、動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令（令和６年農林

水産省令第 55 号）が別添のとおり令和８年２月 26 日付けで公布、施行

されたことについて周知を依頼されたものです。 

つきましては、貴会会員に周知方よろしくお願いいたします。 

本件内容の問合せ先 

公益社団法人 日本獣医師会 

事業担当 桒野 

TEL  03-3475-1601 



事 務 連 絡 

令 和８ 年２月 2 6 日 

公益社団法人 日本獣医師会 御中 

農林水産省消費・安全局 

畜水産安全管理課課長補佐 

（薬事審査管理班担当） 

動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令の制定について 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和

35年法律第145号）第83条第１項の規定により読み替えて適用される同法第36条

の８第１項及び第49条第１項の規定に基づき、動物用医薬品等取締規則の一部

を改正する省令（令和６年農林水産省令第55号）が別添のとおり本日公布され、

同日から施行されました。 

今回の改正内容は下記のとおりですので、参考としてください。 

記 

１ 改正の概要 

・ 指定医薬品及び要指示医薬品の指定

犬のノミ及びマダニの駆除に使用するフルララネルを有効成分とする注

射剤の承認に伴い、フルララネルを指定医薬品及び要指示医薬品に指定す

る。ただし、フルララネルを有効成分とする内用剤については、指定から

除外する。 

また、猫の全身性高血圧症の治療に使用するアムロジピンを有効成分と

する製剤の承認に伴い、アムロジピンを要指示医薬品に指定する。 

２ 公布の日 

令和８年２月26日 

３ 参考 

今般承認される動物用医薬品（フルララネルを有効成分とする注射剤及び

アムロジピンを有効成分とする製剤）の概要は以下の通りです。

（別紙）



 

 

・フルララネルを有効成分とする注射剤 

販売名：ブラベクト３６５ 

（ＭＳＤアニマルヘルス株式会社） 

効能又は効果：犬：ノミ及びマダニの駆除 

 

・アムロジピンを有効成分とする製剤 

販売名：アモディップ錠 １．２５ｍｇ 

（セバ・ジャパン株式会社） 

効能又は効果：猫：全身性高血圧症の治療 
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